
 

 

＿火災予防上の命令とは                          

 

消防機関が、立入検査等により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、そ

の改修等の命令を発した場合には、消防法（昭和 23 年法律第 186 号）に基づき

その旨を公示します。 

 

＿命令を受けている防火対象物一覧                    

 

現在、命令を受けている防火対象物はありません。 

 

防火対象物の名称  

防火対象物の所在地  

命令を受けたものの氏

名 

 

命令を発した日  

命令の内容  

命令の根拠法令  

 

＿ 問い合わせ先                              

 

長生郡市広域市町村圏組合消防本部 予防課  

ＴＥＬ ０４７５－２６－０１１９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


